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Hong Kong (SAR) Tax Alert 

相殺制度廃止後の長期服務金（LSP）に関する 
引当金の会計および税務上の取扱い 

背景情報 

2022年雇用退職制度法（相殺協定）（改正）条例（以下、改正条例）1が2022年6月に制定された。改正条例は、従業員への

解雇補償金（Severance Payment、以下、SP）およびLSPの支払金額を相殺するために、雇用主が拠出を義務付けられてい

るMPFの未払額を使用することを廃止2するものである。この廃止は2025年5月1日（移行日）に発効する。 

これにより、雇用主が拠出を義務付けられているMPFの未払額は、移行日以降の雇用期間に応じて従業員に支払われるSPま

たはLSP（相殺できないSP/LSPの移行後の部分）を相殺するために使用することはできなくなる。 

香港（SAR）政府は、移行日から25年間、雇用主が従業員1人あたり年間一定額を上限としてSPまたはLSPに補助金を支払う

制度 (政府補助金制度）を開始する予定であることを示している。 

香港（SAR）の雇用主にとっては（SPよりも）LSPに対する引当金の方がより共通の問題であり、MPFは香港（SAR）で最も

1 改正条例はこちらのリンクからアクセス可能: https://www.legco.gov.hk/yr2022/english/ord/2022ord004-e.pdf 2 この廃止は、職業退職制度給付金および学校積立基金給付金の一部にも適用される。 

香港タックスアラート
（香港税務速報）

第10回 | 2024年9月 

サマリー

香港税務局 (以下、IRD) は中華人民共和国香港特別行政区（SAR）（以下、香港（SAR））の強制積立

退職金（以下、MPF）と長期服務金（Long Service Payment、以下、LSP）の相殺制度廃止を踏ま

え、LSPの引当金に関する財務諸表で認識されるさまざまな項目の事業所得税上の取り扱いについて

の見解を発表した。 

このタックス・アラートでは、廃止の影響を考慮したLSP引当金の会計処理の概要を提供し、財務

諸表で認識された関連項目の香港（SAR）事業所得税上の取り扱いに関するIRDの見解を共有する。 
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普及している退職金制度であるため、以下の議論は、MPFとLSPの間の相互作用、および廃止を踏まえたLSP引当金の会計お

よび税務処理に焦点を当てる。 

会計上の取り扱い 

改正条例は2022年6月に制定されたため、香港（SAR）の企業は2022年6月を含む会計年度からLSP引当金の会計処理を検

討する際に改正条例の影響を考慮する必要がある。（例:2022年12月31日に終了した会計年度） 

2023年7月4日に香港公認会計士協会（以下、HKICPA）が発行したガイダンス33では、相殺制度に関する会計処理、廃止に

起因する会計論点、廃止の影響などについて、許容可能なアプローチを説明している。ガイダンスには、関連する会計処理

に関する具体例も含まれている。HKICPAのガイダンスによれば、雇用主は、LSP の引当金（相殺制度を含む）と廃止の影

響を考慮するために、次の2つの許容可能な会計アプローチのいずれかを選択できる。 

アプローチ1:

• 従業員に権利が付与され、従業員のLSP支払額と相殺するために使用される雇用主のMPF拠出金から生じる未払額（以

下、相殺可能な未払給付金）は、LSPへのみなし従業員拠出金および勤務費用の減少として取り扱われる。（つまり、マ

イナスの勤務費用）

• LSP債務は、相殺可能な未払給付金から生じるマイナスの勤務費用を差し引いた後、「純額」ベースで測定される。

• 相殺制度廃止により、予想される相殺可能な未払給付金が減少する。そのため、改正条例が制定された年度では、追加の

過去勤務費用として損益が認識される1回限りのキャッチアップ調整があり、その結果LSP債務が増加する。

アプローチ1の会計上の仕訳例については、Appendix1を参照すること。

アプローチ2:

• LSP債務は、相殺可能な未払給付金によって減額されることなく、「総額」ベースで測定される。

• 雇用主が拠出を義務付けられているMPF拠出金は、財政状態計算書44で別個の資産（償還資産）として認識され、公正価

値が移行日以前の雇用期間（つまり、移行前の相殺可能なLSP部分）に関するLSPの金額に達するまで公正価値で測定され

る。

• 相殺制度廃止により、移行前部分のLSP55を、移行の前月の給与を用いた計算へ変更するために、LSP債務に対して1回限

りの調整が行われる。

アプローチ2の会計上の仕訳例については、Appendix1を参照すること。

加えて、数理上の仮定の変更は、再測定損益としてその他の包括利益（以下、OCI）に対応する調整を伴い、LSP債務（アプ

ローチ1、2の両方）および償還資産（アプローチ2のみ）に影響を与える。

3 HKICPA が発行したガイダンスはこちらのリンクからアクセス可能: https://www.hkicpa.org.hk/-/media/HKICPA-Website/New-HKICPA/Standards-and-

regulation/SSD/gMPFLSP.pdf
4 雇用主は、LSPの総額を従業員に支払い、MPFの管財人に払い戻しを請求するか、相殺可能な未払給付金を差し引いたLSP純額を従業員に支払うことができ

る。言い換えれば、雇用主は払い戻しまたは相殺する法的権利を持っている。償還または相殺の権利は、償還資産として会計処理される。 
5 改正条例により、移行日前部分の LSP の計算基準日が、雇用終了直前の前月給与から移行日直前の前月給与に変更されている。 
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香港（SAR）事業所得税上の取り扱い 

HKICPAによる照会への回答として、IRDは最近、LSP引当金および相殺制度廃止の結果として認識される項目に対する、香

港（SAR）の事業所得税での取り扱いについての見解を発表した。以下はIRDの回答の要約である: 

• LSPの事業所得税控除は、税務条例（IRO）の第16条（1）および第17条に規定されている。  一般に、雇用条例（以下、

EO）に従って発生したLSPまたはLSP引当金は、その引当金額が概ね正確であり、課税対象所得を生み出すために発生し

たものである場合に限り、IROの第16条（1）に基づく控除の対象となる。

• アプローチ1:

o LSP の支払い義務を果たすために企業が計上した特定の引当金（すなわち、現在のサービスコストおよび関連する支払利

息）は、それが EO の規定に従って（特に、相殺可能な未払給付金を考慮に入れて）計上される場合、概ね正確であり

（つまり、有効な数理計算上の仮定と、各従業員の賃金と勤続年数を参照した合理的な見積りに基づく場合）、控除の対

象となる。

o 改正条例に従って決定され、過去勤務費用として認識される、企業に対する LSP 債務の予測費用（純額）に対する 1 回

限りのキャッチアップ調整は、EO に基づく企業の LSP 支払い義務を満たすために発生した引当金の性質のものである。

EO の規定に従って計上され、概ね正確である限り、それが会計で認識された年度に控除（または課税）の対象となる。

• アプローチ2:

o 従業員の勤続期間を通じて企業の LSP 債務に関して許容される控除の総額が、雇用主が義務付けられている MPF 拠出金

と企業が負担する LSP の実際の総額に等しいということは、単なるタイミングの違いによる問題であることを考慮する

と、企業の損益として認識される金額（すなわち、現在のサービスコストの総額および LSP の移行前部分に対する 1 回

限りの調整額）は、雇用主が義務付けられている MPF 拠出金の控除に関する個別の請求が行われていない、または行わ

れる予定がないことを条件として容認され、控除（または課税）されることになる。

• OCI で認識された再測定損益（数理計算上の仮定の変更による）は、雇用主の LSP 支払責任を満たすために計上された

LSP または引当金の一部とみなすことができる。このような再測定損益は、それらが EO の規定に従って認識され、概ね正

確で、雇用主の課税対象所得を生み出すために発生した場合に限り、OCI で認識された年度に課税または控除の対象とな

る。

• あるいは、基礎が一貫して採用されている限り、EO の規定に従って支払われた LSP の実際の金額に基づいて税額控除を請

求することもできる。

• 政府の補助金制度に関しては、IRD は HKICPA からの提案に言及しただけで、それ以上のコメントはなかった。 HKICPA

は、香港（SAR）政府が、この制度に基づいて受け取った償還に対する事業所得税の免除を認めることと、償還による税務

上の影響についての明確さと法的確実性を与える法律の制定を検討することを提案した。

KPMGの見解 

我々は、LSP引当金および相殺制度廃止に関連して、財務諸表で認識された様々な項目の香港（SAR）事業所得税の取扱い

に関して、IRDが明確化したことについて歓迎する。 
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香港（SAR）のビジネス・グループは、課税年度2022/23または2023/24のいずれかの基準期間で相殺制度廃止の影響（つま

り、過去勤務費用に対する1回限りの調整）を会計処理する可能性がある。将来の税務申告については、上述のIRDによる香

港（SAR）の事業所得税の取り扱いに留意すべきである。既にIRDへ提出された課税年度2022/23または2023/24の事業所得

税の申告書での税務ポジションが、IRDが表明した立場と一致しない場合には、何らかのアクションが必要かどうかを検討

すべきである。
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アプローチ1の仕訳例 (Note 1) アプローチ2の仕訳例 (Notes 1 and 2) 

1. 過去勤務費用に対する1回限りのキャッチアップ調整と、それに対応する

LSP債務の増加を認識する場合 

借方     過去勤務費用 

     貸方     LSP債務 

2. MPF制度に基づいて雇用主が義務付けられている拠出金を認識する場合 

借方     従業員給付費用 

     貸方     銀行預金 

3. LSPの確定給付債務を認識する場合（4. 従業員への拠出金をマイナスのみな

し勤務費用して考慮する前） 

借方     勤務費用 

借方     利息費用 

     貸方     LSP債務 

4. 従業員への拠出金をマイナスのみなし勤務費用として認識する場合 

借方     LSP債務 

     貸方     利息費用 

     貸方     勤務費用 

1. 移行前LSPの金額に関する1回限りの調整を認識する場合 

借方     LSP債務 

     貸方     過去勤務費用 

  

2. MPF制度に基づいて雇用主が義務付けられている拠出金をLSPに関連する償

還資産として認識する場合 

借方     償還資産 

     貸方     銀行預金 

3. 償還資産の利息収入を認識する場合 

借方     償還資産 

     貸方     利息収入 

4. LSPの確定給付債務（「総額」ベース）を認識する場合 

借方     勤務費用 

借方     利息費用 

     貸方     LSP債務 
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なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 
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